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補助職認定制度と全国統一研修をめぐる日弁連の動きについて 
 

全法労協と法全連は共同して、昨年１２月

５日に日弁連山岸憲司事務総長、業務改革委

員会弁護士補助職小委員会の秋山清人委員長、

日弁連研修センター嘱託の春日秀文弁護士ら

と懇談を行いました。 

山岸事務総長は、補助職認定制度について

は正副会長会議では了承され、年明けの理事

会で議論することになっていること。事務総

長自身このような制度をずっと考えてきてお

り個人的には賛成だが、非弁問題等での消極

意見も根強くある状況等について報告され、

制度化に向けて努力する旨の話がなされました。次いで秋山小委員会委員長と春日氏との懇談では、秋山委

員長からはこの間の経過の報告がなされるとともに、日弁連の理事への働きかけや１月７日に行うことにな

ったプレ研修の参加者確保について、協力要請がなされました。 

ところで、全国統一研修制度を展望する上で、重要な鍵を握るであろう日弁連研修センター嘱託の春日弁

護士とは今回初めて懇談しました。春日弁護士からは、研修センターは弁護士のみでなく事務職員について

の研修にも取り組むことになったが、独自の計画を立案するわけではなく、あくまで業務改革委員会等の関

連委員会から企画を持ち込まれなければ具体化は出来ない。逆に具体的な企画を持ち込まれれば、例えば現

在弁護士向けに行っているインターネットを利用したサテライト研修等のように具体化を検討する旨の話が

なされました。私たちの方からは、費用対効果の関係で必ずしもサテライト研修にはこだわらないので、む

しろ各弁護士会で活用してもらうためのビデオの作成等を行っていただくよう要請しました。 

さて、今年に入ってからは、１月７日に日弁連業務改革委員会主催の「補助職プレ研修」が行われました。

正月休み明けの土曜日という事務職員の集まりにくい日程にもかかわらず、全国から１５０名近い参加者（内

半数近くは全法労協や法全連の繋がりと思われます）でこの問題への事務職員の側の関心の深さを表した企

画でした。ただ、２つの講演についてもまた「プレ認定試験」についても、私たちの考えている各地の研修

を補完する意味での総まとめ研修や研修内容の理解度をはかる試験内容にはなっていない印象を受けました。

今後改善のための積極的な提言や働きかけも必要と思われます。 
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内  容 
 

補助職認定制度と全国統一研修をめぐる日弁連の動き

について-------------------------------------------1 

「日弁連認定弁護士補助職制度」に関する福岡県弁護士

会との懇談会の報告---------------------------------2 

京都弁護士会〝事務員研修会〟を開催-----------------4 

埼玉弁護士会「事務職員基礎・基本業務研修」を開催----4 

日弁連「弁護士補助職認定制度の提言」に対する見解----5 

秋山清人弁護士，春日秀文弁護士らとの懇談の様子 
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補助職認定制度については、１月１９日の理事会で議論されたものの、様々な意見が出て結局は継続して

審議されることになったと聞いております。今年度中に結論が出るかは微妙な状況となっています。各地で

の理事への働きかけと共に、土台となる統一研修制度の実現とその充実に向けての働きかけもますます重要

となってきています。引き続き各加盟労組での取組の強化をお願いいたします。 

（幹事 鈴木寿夫） 

 

「日弁連認定弁護士補助職制度」に関する福岡県弁護士会との懇談会の報告 

 

2月2日、福法労から上村(全法労協幹事)、矢部、新原、法友会から仲川(法全連幹事)、松村、新居、篠

﨑が，弁護士会からは川副会長と古賀副会長が出席して，懇談会が行なわれました。1月17日、法全連幹事

の仲川さんから福岡県弁護士会会長あて、（日弁連理事会(１/19,20)出席前に）事務員の意見を届けるために、

全法労協と法全連共同の『お願い』と『見解』の二つの文書をＦＡＸで送信し、あわせて懇談の申しれを行

いました。この申し入れに対し、川副会長より仲川さんへ、二つの文書を関連委員会と常議委員会に配布し

たこと、ならびに、私たちとの意見交換の場を持ちたい（意見を聞きたい）旨の返事が届き、懇談の開催に

至ったものです。 

 

懇談（要約） 

副会長  日弁連から「提言」に対する意見を打診してきている。意見を上げる上で、みなさんの意見等を

伺いたいと考え、この場を設けました。 

会 長  1/24の県弁の常議委員会に、日弁連の11/14付「弁護士補助職認定制度創設に関する提言」と1/19

付「基本方針上程(案）」を配布した。1/19の日弁連理事会では、委員長より報告を受け、最大公

約数で決定。その場で、事務員組織も賛成していることが報告された。 

①実施の方向で決定する。②中味はいまから作っていく。③資格ではなく、雇用と連動した、(能

力)認定というふうに理解した。 

質疑では、福岡から、①研修内容や年間開催数、②これまでの県弁主催の研修との調整、③イン

センティブは理解できるが差別化の問題はどう解消されたのか、④総務など、関連のない職務の

人たちをどうするのかなどの質問を出した。 

次回(2/16,17)の日弁連理事会には私と北九州の近藤弁護士が出席を予定している。次回、(県弁

の)２／８の常議委員会で福岡としての態度を決定したい。本日の懇談のことも、そこで報告し

たい。 

仲 川  (制度導入による、事務員間の）差別化の問題は、雇用のありかたの問題であり、制度から切り離

して解決する問題だと考えている。 

パラリーガル構想の時は、先に資格ありきであり、ミニ弁護士構想とういうことで反対であった。

今回の構想は(2000年に全国統一研修制度の創設等を求めた私たちの署名運動の内容の実現にも

つながるものであり）研修の面で評価できる。資格ではなく、研修の到達度を測るものとしての

「認定」ということで、この点も賛成している。 

 




